
 

 

 

 

平成２９年分の確定申告から『 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付

すると、明細の記入を省略できます。』が、神奈川県後期高齢者医療広域連合から

送付した平成２９年分以前の医療費通知には本人負担額の記載が無いため確定申告

における医療費控除の添付書類に使えません。 

 

※平成29年の途中に他都道府県から転入された方の、医療費通知の発行や確定申告

への利用についてのお問い合わせは、転居前にお住まいだった都道府県の後期高齢

者医療広域連合にお問い合わせください。 

 

平成２９年分医療費通知の送付時期 

 ・平成２９年１～６月診療分は、平成２９年９月下旬に送付しました。 

 ・平成２９年７～１２月診療分は、平成３０年３月下旬に送付予定です。 

 

問い合わせ先           

神奈川県後期高齢者医療広域連合 

電話０５７０－００１１２０ 

 

 

神奈川県後期高齢者医療広域連合から送付した 

平成２９年分の医療費通知は確定申告に使えません。 


